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令和３年 5 月 21 日訂正 

令和２年度厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書（概要版） 正誤表 

 

「令和２年度 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書（概要版）」において、掲載内容に誤りがございましたので、以下のとおり訂正させていただきま

す。 

ページ数 誤 正 

15 ページ 

○３つ目 

○ 2017～2019 年度卒業で就職活動（転職を除く）を

経験した男女の中で、就活等セクハラを一度以上

受けたと回答した者の割合は、25.5％であった。 

○ 2017～2019 年度卒業で就職活動（転職を除く）又は

インターンシップを経験した男女の中で、就活等セ

クハラを一度以上受けたと回答した者の割合は、

25.5％であった。 

22 ページ 

■勤務先が実施するハラスメント防

止対策の内容 （対象：勤務先がハラス

メントの予防・解決のための取組を行

っていると回答した者、複数回答） 

㉔ 勤務先の取組の内容を職場の生産性の変化別にみ

ると、働きやすさが「改善された」と回答した者で

は、「再発防止に向けた措置」や「相談窓口担当者が

相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにす

るための対応」の取組割合が高かった 。 

㉔ 勤務先の取組の内容を職場の働きやすさの変化別に

みると、働きやすさが「改善された」と回答した者で

は、「再発防止に向けた措置」や「相談窓口担当者が相

談内容や状況に応じて適切に対応できるようにするた

めの対応」の取組割合が高かった 。 

25ページ 

■ハラスメントを知った後の勤務

先の対応、勤務先によるハラスメン

トの認定（対象：過去 5年間に妊娠・

出産・育児休業等ハラスメントを受

けた者、複数回答） 

■ハラスメントを知った後の勤務先の対応、勤務先

によるハラスメントの認定（対象：過去 5年間に妊

娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けた者、複

数回答） 

■ハラスメントを知った後の勤務先の対応、勤務先に

よるハラスメントの認定（対象：勤務先が妊娠・出産・

育児休業等ハラスメントを認識していたと回答した

者、複数回答） 
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28 ページ 

■ハラスメントを受けて利用をあ

きらめた制度（対象：過去 5年間に

育児休業等ハラスメントを受けた

者、複数回答） 

図表 19 妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受け

て利用をあきらめた制度（全体、年代別） 

 

 

図表 19 育児休業等ハラスメントを受けて利用をあきら

めた制度（全体、年代別） 

 

 

 

30 ページ 

■就活等セクハラを受けた経験（対

象：全回答者、単一回答） 

① 回答者の中で、 就活等セクハラを経験したと者の

割合は約 4 人に 1 人（ 25.5% であった。卒業年度

別では、2018年度卒の割合が最も高く、 2019 年度

卒が最も低かった。 

① 回答者の中で、 就活等セクハラを経験したと回答し

た者の割合は約 4 人に 1 人（ 25.5% であった。卒業

年度別では、2018年度卒の割合が最も高く、 2019 年

度卒が最も低かった。 

30 ページ 

■就活等セクハラを受けていると相

談した後の相談先の対応（対象：就活

等セクハラを受けた者、複数回答） 

 

① 受けた就活等セクハラの内容としては、「性的な冗

談やからかい」（40.4％）の割合が最も高く、「食事

やデートへの執拗な誘い」 （27.5%）、「性的な事実

関係に関する質問」（23.6%）が続いた。 

 

② 受けた就活等セクハラの内容としては、「性的な冗談

やからかい」（40.4％）の割合が最も高く、「食事やデー

トへの執拗な誘い」 （27.5%）、「性的な事実関係に関す

る質問」（26.3%）が続いた。 
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